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第8章 事後調査 

8.1 事後調査等の概要 

当該事業の環境影響評価に係る選定項目としたもののうち、予測の不確実性の程度が大きい場

合、効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講じる場合等において、環境への影響の重大性に

応じ、工事中及び施設等の供用時の環境の状態を把握するための調査（以下、「事後調査」という）

を行う。 

「事後調査」の対象にしなかったものについても、事業者が事業の実施による周辺環境への影響

の程度を把握し、その結果に基づいて適切な環境保全措置を講じることを目的に、工事中及び施設

等の供用時に自主的に実施する「環境監視調査」を行う。 

事後調査及び環境監視調査の調査概要を表 8.1-1 に示した。 

 

表 8.1-1 事後調査及び環境監視調査の概要 

【事後調査】 

調査項目 調査内容 

陸域植物 

生態系(陸域) 

・重要な植物種の移植を行い、移植後の生育状況の調査を実

施する。 

・海浜植生について、植生状況を把握する調査を実施する。

 

【環境監視調査】 

調査項目 調査内容 

赤土等による水の濁り 

・対象事業実施区域周辺の海域において、赤土等による水の

濁り（浮遊物質量（SS）及び濁度）に関する環境監視調査

を実施する。 

水の汚れ 
・対象事業実施区域周辺の海域において、水の汚れ（水質：

生活環境項目等）に関する環境監視調査を実施する。 

地下水の水質 

・対象事業実施区域の観測井戸において、地下水の水質（浮

遊物質量(SS)、濁度等）に関する環境監視調査を実施す

る。 

水象 
・対象事業実施区域の観測井戸において、水象（地下水の水

位）に関する環境監視調査を実施する。 

海域生物 

生態系（海域） 

・対象事業実施区域及びその周辺において、海域生物及び生

態系（海域）に関する環境監視調査を実施する。   
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8.2  事後調査 

実施する項目及び事後調査の内容を以下に示す。 

 

8.2.1 事後調査を行うこととした理由 

改変区域において確認された陸域植物の重要な種のうち、個体が消失することにより対象事業実

施区域周辺の個体群の存続に影響があると考えられる種については、類似環境へ事前に移植する

こととしている。 

前浜ビーチの利用者が増加することにより、砂丘に生育するハテルマカズラ群落が踏圧による影

響を受けるおそれがあるため、ロープ柵の設置により、公園利用者によるハテルマカズラ群落をはじ

めとする海浜植生への踏圧被害などの影響を低減すること、また、海浜植生の生態や希少性につい

てのサインを設置して、公園利用者に環境保全への理解を促すほか、環境学習等への活用を図る

こととしている。 

環境影響の低減に係る各種措置を講じるものの、その効果に係る知見が必ずしも十分ではなく、

効果が発揮されない場合には、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるため、事後調査を

行い、その結果を踏まえて必要な保全措置を講じる。 

 

8.2.2  事後調査の項目及び手法 

事後調査の項目及び方法等は、表 8.2-1 及び表 8.2-2 に示すとおりとする。 

 

表 8.2-1 重要な植物種 

調査項目 

重要な植物種の移植 

（対象種：オキナワソケイ、イ

ヌノフグリ、ハマクワガタ） 

移植後の生育状況 

調査地点・範囲 改変区域、移植先とその周辺 移植先とその周辺 

調査時期・期間 

工事着工直前 移植後の初年度：年 10 回 

2 年目以降：年 2 回程度 

（移植個体の生育状況が安定しているこ

とを確認するまで実施） 

調査方法 
類似環境への移植を実施。 

併せて生育環境も把握。 

目視により個体数、開花・結実状況、生

育環境の確認を実施。  
表 8.2-2 海浜植生 

調査項目 海浜植生 

調査地点・範囲 砂丘の海浜植生の分布箇所 

調査時期・期間 供用後 2 年程度 

調査方法 植生状況を把握し、現存植生図を作成。 
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8.3  環境監視調査 

事後調査とは別に、事業の実施による周辺環境への影響の程度を把握し、その結果に基づいて

適切な対策を講じるための環境監視調査を実施する。 

環境監視調査を実施する項目及び内容等は以下のとおりで、環境監視調査の結果は、環境保全

措置の検討等のために、必要に応じて専門家等の指導・助言を受けることとする。 

 

8.3.1 赤土等による水の濁り 

環境監視調査の項目及び方法等を、表 8.3-1 に示す。  
表 8.3-1 赤土等による水の濁り 

調査項目 ・浮遊物質量（SS）及び濁度 

調査地点・範囲 ・対象事業実施区域周辺海域の 6 地点 

調査時期・期間 

・平常時年 4 回（春、夏、秋、冬） 

・降雨時年 2 回（夏、冬） 

・工事中～施設等の供用開始後 2 年程度の期間 

調査方法 ・調査地点で採水後に室内分析  
8.3.2 水の汚れ 

環境監視調査の項目及び方法等を、表 8.3-2 に示す。  
表 8.3-2 水の汚れ 

調査項目 ・生活環境項目、栄養塩類項目、一般性状項目、健康項目 

調査地点・範囲 ・対象事業実施区域周辺海域の 6 地点 

調査時期・期間 
・平常時年 4 回（春、夏、秋、冬） 

・工事中～施設等の供用開始後 2 年程度の期間 

調査方法 ・調査地点で採水後に室内分析  
8.3.3 地下水の水質 

環境監視調査の項目及び方法等を、表 8.3-3 に示す。  
表 8.3-3 地下水の水質 

調査項目 ・地下水の水質（浮遊物質量(SS)、濁度等） 

調査地点・範囲 ・対象事業実施区域内の観測井戸 2 地点 

調査時期・期間 
・平常時年 4 回（春、夏、秋、冬） 

・工事中～施設等の供用開始後 2 年程度の期間 

調査方法 ・調査地点で採水後に室内分析  
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8.3.4 水象 

環境監視調査の項目及び方法等を、表 8.3-4 に示す。 

 

表 8.3-4 水象 

調査項目 ・地下水の水位 

調査地点・範囲 ・対象事業実施区域内の観測井戸 2 地点 

調査時期・期間 ・工事中～施設等の供用開始後 2 年程度の期間 

調査方法 ・観測井戸に水位計を設置し地下水位を観測  
8.3.5 海域生物、生態系（海域） 

環境監視調査の項目及び方法等を、表 8.3-5 に示す。 

 

表 8.3-5 海域生物、生態系（海域） 

調査項目 
・海草藻類の生育被度、生育状況等 

・サンゴ類の生息被度、生息状況等 

調査地点・範囲 ・対象事業実施区域周辺の海域 

調査時期・期間 
・年 2 回（夏、冬） 

工事中～施設等の供用開始後 2 年程度 

調査方法 
・現況把握調査（コドラート調査、分布状況）と同様の方法で実施（工事前と

比較し、同様な生息・生育被度、分布範囲かどうかを確認）  


